
※中核市制度は平成７年４月１日から施行 （令和５年４月１日現在）

栃　木 宇都宮 426,795 312 108.9

新　潟 新　潟 (*1) 486,097 206 110.6

富　山 富　山 (*2) 321,254 209 112.2

石　川 金　沢 442,868 468 109.1

岐　阜 岐　阜 410,324 196 106.1

静　岡 静　岡 (*3) 472,196 1,146 108.1

静　岡 浜　松 (*1) 547,875 257 -

大　阪 堺 (*4) 807,765 137 -

兵　庫 姫　路 454,460 275 105.7

岡　山 岡　山 (*5) 593,730 513 -

熊　本 熊　本 (*7) 579,306 266 -

鹿児島 鹿児島 536,752 290 -

秋　田 秋　田 312,035 460 106.5

福　島 郡　山 326,831 731 104.6

和歌山 和歌山 393,951 208 103.2

長　崎 長　崎 438,724 241 104.1

大　分 大　分 426,981 361 104.8

愛　知 豊　田 341,079 290 104.6

広　島 福　山 374,517 364 104.2

高　知 高　知 321,999 145 106.2

宮　崎 宮　崎 300,068 287 105.4

福　島 いわき 360,598 1,231 100.3

長　野 長　野 358,516 404 107.1

愛　知 豊　橋 352,982 261 100.3

香　川 高　松 331,004 194 113.0

北海道 旭　川 360,568 748 100.9

愛　媛 松　山 460,968 289 104.0
H13.4.1 神奈川 横須賀 432,193 101 1市 28市

奈　良 奈　良 366,196 212

岡　山 倉　敷 430,239 299

埼　玉 川　越 330,766 109

千　葉 船　橋 550,074 86

神奈川 相模原 (*6) 605,561 90

静　岡 静　岡 (*3) 706,513 228(**)

愛　知 岡　崎 336,583 227

大　阪 高　槻 357,438 105

大　阪 東大阪 515,094 62

富　山 富　山 (*2) 420,804 670(**)

北海道 函　館 305,311 678

山　口 下　関 301,097 716

H18.4.1 0市
(*4)

36市

H18.10.1 青　森 青　森 311,508 825 1市 37市

H19.4.1 0市
(*1)

35市

岩　手 盛　岡 300,746

千　葉 柏 380,963

兵　庫 西　宮 465,337

福　岡 久留米 306,434

群　馬 前　橋 318,584

滋　賀 大　津 323,719

兵　庫 尼　崎 462,647

H22.4.1 0市
(*6)

40市

H23.4.1 群　馬 高　崎 364,919 1市 41市

H24.4.1 大　阪 豊　中 389,341 1市
(*7)

41市

H25.4.1 沖　縄 那　覇 315,954 1市 42市

H26.4.1 大　阪 枚　方 407,978 1市 43市

東　京 八王子 580,053

埼　玉 越　谷 326,313

広　島 呉 239,973

長　崎 佐世保 261,101

H29.1.1 青　森 八　戸 231,379 1市 48市

福　島 福　島 294,247

埼　玉 川　口 578,112

大　阪 八　尾 268,800

兵　庫 明　石 293,409

鳥　取 鳥　取 193,717

島　根 松　江 206,230

山　形 山　形 253,832

福　井 福　井 265,904

山　梨 甲　府 193,125

大　阪 寝屋川 237,518

茨　城 水　戸 270,783

大　阪 吹　田 374,468

長　野 松　本 243,293

愛　知 一　宮 380,868

*1　H8.4.1に中核市に移行した新潟市及び浜松市は、H19.4.1に政令指定都市に移行したため、累計から除いている。
*2　H8.4.1に中核市に移行した富山市は、H17.4.1に6町村と新設合併し、廃されたため、累計から除いている。

*4　H8.4.1に中核市に移行した堺市は、H18.4.1に政令指定都市に移行したため、累計から除いている。
*5　H8.4.1に中核市に移行した岡山市は、H21.4.1に政令指定都市に移行したため、累計から除いている。
*6　H15.4.1に中核市に移行した相模原市は、H22.4.1に政令指定都市に移行したため、累計から除いている。
*7　H8.4.1に中核市に移行した熊本市は、H24.4.1に政令指定都市に移行したため、累計から除いている。
**　境界が確定している部分の面積を記載

中核市一覧

移行年月日 都道府県名 都市名
人口

（単位:人）
面積

（単位:km²）

昼夜間
人口比率
（人口50万
未満の市）

計 累計

H8.4.1 12市 12市

H9.4.1 5市 17市

H10.4.1 4市 21市

H11.4.1 4市 25市

H12.4.1 2市 27市

H14.4.1 2市 30市

H15.4.1 6市
(*3)

35市

H17.4.1 2市
(*2,3)

35市

H17.10.1 2市 37市

H20.4.1 4市 39市

H21.4.1 3市
(*5)

41市

H27.4.1 2市 45市

H28.4.1 2市 47市

H30.4.1 6市 54市

*3　H8.4.1に中核市に移行した静岡市は、H15.4.1に清水市と新設合併し、廃されたため、累計から除いている。
　　H15.4.1に中核市に再指定された静岡市は、H17.4.1に政令指定都市に移行したため、累計から除いている。

R3.4.1 2市 62市

H31.4.1 4市 58市

R2.4.1 2市 60市


	R5.4.1 

